
 

平成 18 年 1 月 

証明書発行方法の変更についてのお知らせ  

 

海上災害防止センターが発行する証明書は、平成 17 年（2005 年）12 月１日より、PDF ファイル

形式の電子書類に変更されております。これに伴い、従来、対象船舶の第一寄港地でセンター基

地から船主等の入港地代理店に対して発行されていた証明書は、センター本部より証明書発行

依頼者（船主もしくは船主国内総代理店等）へ、第三者機関により認証された電子署名を付した

E-mail に添付する形で直接送付されます。 

また、電子書類となりますので、ご要望により、対象船舶や入港地代理店に対しても同時に当

該証明書を送信することが可能です。同時送信をご希望の方は、送信先アドレス、送信先船舶

（代理店）名等を発行依頼書フォームにご記入の上、センター宛にお送りください。（当面、FAX に

て送信願います。）  

なお、法律では船主に対して証明書の対象船舶への備付義務が課せられておりますので、同

時送信した場合でも、船主（もしくはそれに代わる発行依頼者）により対象船舶内備付の事実をご

確認いただくようお願い申し上げます。送受信エラー等の不測の事態により対象船舶への送信が

できない場合でも、センターは責任を負いかねますので予めご了承願います。 


